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船
員
の
健

康
確
保

に
つ
い
て

　
令
和
５
年
４
月
１
日
よ
り
、
船
員
の
健
康
確
保
に
関
す
る
新
制

度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

　
今
回
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
る
制
度
の
改
正
趣
旨
に
つ
い
て
、

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

 
 

改
正
の
趣
旨

　
陸
か
ら
離
れ
た
船
舶
の
中
で
職
住
一
体
の
生
活
を
送
る
船
員
は
、

人
間
関
係
上
の
問
題
が
陸
上
よ
り
深
刻
に
な
り
や
す
く
、
労
働
の
実

態
も
陸
上
事
務
所
か
ら
把
握
し
に
く
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景

に
、
高
ス
ト
レ
ス
者
の
割
合
や
生
活
習
慣
病
等
の
健
康
リ
ス
ク
が
高

い
状
況
に
あ
る
。

　
一
方
、
船
舶
所
有
者
に
よ
る
船
員
の
健
康
管
理
に
関
し
て
は
、
従

来
は
制
度
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
船
舶
所
有
者
の
自
主
的
な
取
り

組
み
に
任
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
船
内
の
衛
生
保
持
等
に
つ
い
て
は

衛
生
管
理
者
等
が
担
っ
て
い
る
が
、
近
年
問
題
と
な
っ
て
い
る
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
の
不
調
や
長
時
間
労
働
へ
の
対
応
等
に
つ
い
て
は
、
十

分
な
専
門
的
知
見
を
求
め
る
仕
組
み
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
も
踏
ま
え
、
船
員
の
健
康
確
保
を
図
る
た
め
、

陸
上
に
お
け
る
取
り
組
み
も
参
考
に
し
つ
つ
、

　
①
産
業
医
の
選
任

　
②
健
康
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
船
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の

　
措
置
の
実
施

　
③
過
重
労
働
対
策

　
　
（
長
時
間
に
わ
た
る
労
働
に
関
す
る
面
接
指
導
）

　
④
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

　
　
（
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
等
）

　
―
―
等
を
内
容
と
す
る
、
船
員
法
施
行
規
則
等
の
改
正
が
行
わ

れ
た
。

　
新
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
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次
回
は
①
産
業
医
の
選
任
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000032.html

